
議会改革検討調査会記録 

１  日  時      令和元年８月１９日（月曜日） 

開   会     午後 １時０８分 

閉  会     午後 ２時５０分 

２  場  所      第 １ 委 員 会 室 

３  出 席 委 員    １３人  

座   長    江 西 照 康 

      副 座 長    松 井 邦 人 

       委  員    久 保 大 憲 

       〃      泉   英 之 

       〃      上 野   蛍 

       〃      押 田 大 祐 

         〃      髙 田 真 里 

        〃      髙 道 秋 彦 

         〃      大 島   満 

 〃      松 尾   茂 

         〃      尾 上 一 彦 

         〃      村 石   篤 

         〃      赤 星 ゆかり 



４  欠 席 委 員   １人 

                     委  員    木 下 章 広 

５  職務のために出席した者 

【議会事務局】 

事務局長             島  静一

理事（事務局次長）        浦野 弘司

参事（議事調査課長）       福原  武

議事調査課長代理        石黒 隆司

議事調査課副主幹（議事係長）   中山  崇

議事調査課主査         酒井  優



６ 協議結果について

 ・議員政治倫理条例について

    条例についての協議を行う前段階として、委員間で倫理に対する認識

を共有するため、現在、倫理的に問題があると思われる具体の事例を取

り上げて、意見交換を行った。

委員からは、問題となっている事柄を議論した上で倫理について共通

認識がなければ話を前に進めることはできないという意見がある一方で、

まずは条例についての議論を行い、策定の過程で個別の問題を取り上げ

るべきだという意見もあった。

さまざまな意見が出されたが、意見の一致を見ることはなく、問題意

識や倫理観に大きな差異があった。

① 木下議員の問題（深夜の庁舎に出入りすること、誰もいない議会事

務局に忍び込むこと、業務上知り得た議会事務局職員の携帯電話等

に私的な連絡を入れること）について

木下議員の行動が倫理的に問題であるという意見では一致し

ているものの、糾弾決議が出ていることから本調査会で議論する

ことが適切なのか判断できないという意見や、個別の案件を協議

するよりも議員政治倫理条例の検討を早くするべきであるとい

う意見があった。

一方で、倫理についての議論なしに議員政治倫理条例の話を前

に進めるべきではないという意見や、倫理を逸脱した行為は現在

も継続しており個人の倫理観で現状をどのように判断している

か議論するべきだという意見が複数あった。

② 会派光の会派事務職員の人件費（時給の金額の妥当性、補助業務の

範囲）について

冒頭に会派光の上野委員から、政務活動費による会派事務員へ

の人件費の支払いは運用指針上も問題はなく、倫理に反するもの

ではないとの説明があった。

   その後の意見交換では、改善するべきという指摘を受けたので

あれば検討するべきだったのではないかという意見や、同一業種

では時給に大きな差は生まれにくいことから業務に見合った金

額であるのか疑問であるという意見があった。

一方で、運用指針で時給の上限を決めなければ金額の判断は難

しいという意見や、会派事務職員としての勤務時間外であれば政

党活動等も認められるという意見もあった。
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７  会議の概要  

座長     ただいまから議会改革検討調査会を開会いた

します。  

      最初に木下委員から都合により欠席するとの

連絡がありましたので御報告いたします。  

〔傍聴の申込み（７名）について許可〕  

〔報道機関のテレビカメラ撮影を許可〕  

座長     まず、調査会記録の署名委員に、押田委員、

髙田  真里委員を指名いたします。  

これより、本日の協議事項に入ります。  

本日の協議事項は当初、公明党と日本共産党

から提案があった議員政治倫理条例について

とするつもりでした。  

しかし、今年６月に議員政治倫理条例に関す

る請願が提出されて、議会運営委員会ではそ

の請願を継続審査と決めたわけですけれども、

皆さん御存じのとおり木下委員の問題が明ら

かになりました。私はこの問題を抜きにして、

私どもの議会においてまだ倫理を語る段階で

はないのではないかと考えております。  

皆さんも同様だと思いますけれども、木下委

員の問題については報道をもとに知った事実
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がたくさんあります。  

報道によれば、議会事務局の女性職員にメー

ルを送っていて、昨年６月にそのことについ

て議会事務局から注意を受けていたと。それ

は私どもは知らないところでしたが、それを

受けて議会事務局では今年度から公用の携帯

電話を用意したとのことであります。  

そして令和元年６月１３日に提出された議員

政治倫理条例に関する請願では、上野議員と

ともに木下議員が紹介議員に名を連ねており

ます。  

その後、６月２５日に誰もいない議会事務局

に侵入したところを発見されて、６月２７日

の議会運営委員会において議員政治倫理条例

に関する請願の審査を行って、そして７月１

日にこの問題が公になったわけです。７月１

日の各派代表者会議の後、この請願について

紹介議員取消し申出書を提出されましたけれ

ども、本人は現在、議員の進退については態

度を明らかにしておりません。  

本調査会もそうですが、欠席の理由も真っ当

な理由ではないというふうに思っております。  

結果的に、たまたま事件が発覚してこのよう

な状態になったわけですが、このようなこと

を同時に行いながら彼は政治倫理に対する大

きな声を上げて、請願の紹介議員にもなって
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いたわけです。  

現在、彼は自分の進退を明らかにしていませ

ん。その後の態度をしっかりと表明していな

いということは、彼が実際に今まで声高に声

を上げてきた倫理について、自分の行為はそ

れには抵触しないのではないかと。それ以外

の倫理については直す必要があるけれども、

自分のやったことについては倫理を問われる

状態ではない、というふうに考えているとは

限りませんけれども、そのように取られても

仕方がないような状況が続いています。  

倫理を語る際に、倫理とは一体具体的にどう

いったものなのか、各議員がそれぞればらば

らな考えを持っていてはこの話は前へ進みま

せん。実際のところ、このような状態で倫理

に関する条例をつくるというにはとても無理

があると思います。  

そういったことから、私どもが求められる倫

理や倫理という言葉について、まずは皆さん

の思いを語っていただくとともに、今回の木

下委員の問題についても果たして私たちの倫

理観からどのような問題があるのかというこ

とをまずは議論したいと考えております。  

あわせて、本年６月２７日の議会運営委員会

において、私は会派光の会派事務職員につい

ても倫理的に問題があるというふうな思いを
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一方的に話す機会を持ってしまいました。こ

のことについては、会派光の島議員から一方

的な話であって自分としてはその反論をしっ

かりと述べたいし、述べる場を設けてほしい

という話がありました。この点についても、

倫理的にどうなのか皆さんと協議したいと考

えています。  

以上の２点について話を進めさせていただき

たいと思います。  

まず、木下委員の問題については、具体的に

法律に違反しているとかということは議論か

ら外してください。そういったことは考えず

に、そもそも深夜の庁舎に入り込んでいたと

いうこと、また皆さん御存じのとおり議会事

務局の入り口にはドアもありませんので、こ

ういった誰もいない議会事務局の執務室に入

り込むこと、また業務上知り得た議会事務局

の女性職員の携帯電話等に個人的な連絡を入

れていたこと、私どもは報道で知ることも多

いのですが、木下委員が行った大きく分けて

３つの問題について、彼が議員をやめないと

いうことは、それは倫理上の問題がないと同

時に主張していることと同じだと思いますの

で、皆さんの御意見をお聞きしたいと思いま

す。  

なかなか重い話からのスタートということに
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なりますので、ベテラン議員である村石委員

から考えをお聞かせください。  

村石委員   率直に言って、座長の提案に対してこの場で

個別具体な問題を協議、審査するということ

は、私自身としては控えたいと思います。  

今この場でそういうことを協議するのではな

くて、そういうことが起きた場合に議員政治

倫理条例があった場合、どのように運営、審

査していくのか、そのような条例を今後策定

していくのかどうかを本来議論すべきであっ

て、私としては個別のケースについてのコメ

ントは差し控えさせていただきます。  

座長     村石委員の意見もごもっともなところもある

かと思います。こういったことについては、

村石委員は話合いをしたくないということで

すね。  

      松尾委員、いかがですか。  

松尾委員   私ども公明党会派としてもこういった議員政

治倫理条例というものの必要性をすごく感じ

ていたものですから、これまでも議論をしっ

かりと深めていきたいと主張させていただい

てきたと思っております。  

ただ、今いろいろと問題といいますか事件と
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いいますか、そういったことが実際に起こっ

ている中で、木下委員の曖昧な態度というか、

何を考えているのかはっきりしていないとい

う状況については、自分としても公明党会派

としても非常に怒っている―どういった言葉

がいいのかわかりませんが―正直そういった

状況であります。  

議会改革検討調査会で、そういうときにどう

いう対応をとればいいのか、議員政治倫理条

例に当てはまってくるのかなと思いますし、

とにかくそういった議論を深めていく必要が

あるなと思います。  

必要なのか必要ではないのか、皆さんのいろ

いろな意見というものも大事にしたいという

思いも当然ありますので、条例をつくるのか

つくらないのか、そこも含めての検討になる

のかもしれませんが、とにかく議論を深めて

いってほしいなという思いです。  

座長     当然、議会で糾弾決議も可決していることか

ら同じことだと思います。ただ、決議以降、

議会としての行動が市民に見えているかどう

かについては、私は見えていないと思うわけ

です。本調査会の場で議論することがふさわ

しいのかどうか、ふさわしくないと思われる

方もいるのかもしれませんが、私はこの問題
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を避けるべきではないと思います。  

今、木下委員の行ったことをどのように捉え

ているのかをぜひ述べてもらいたいと思いま

す。松尾委員は怒りが込み上げてくるという

表現をされました。これは議員個人の話が絡

んでくるからかもしれませんが、ぜひ皆さん

は勇気を持って発言していただきたいと思い

ます。  

髙道委員   基本的には、議員政治倫理条例は大切かなと

思っています。木下委員のことがありました

ので、このことを発端として、皆さんの共通

した倫理観というものがどのようなものなの

かをまず検討していただいて、この場合は倫

理上セーフなのかアウトなのかということも

ある程度この場で話し合っていくべきかなと

思っております。  

皆さんもそうかもしれませんが、今の時期で

すと地域などいろいろなところに出かけられ

ると思いますが、この話が最近特に多いと思

います。私たちは議員として、議会として、

これをきちんと前向きに考えて取り組むべき

だなと思っています。  

座長が言われるように、いろいろな話をここ

で聞かせていただいて、ある程度の方向性を

示すことができればいいかなと思っておりま
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す。  

座長     皆さんもいろいろと言われたことがあると思

います。私の進行が悪かったのかもしれませ

んが、そもそも深夜の庁舎に出入りすること

がどうなのか。垣根のない、誰もいない部屋

に入ることがどうなのか。これが法律で犯罪

かどうかということはこれから進んでいくわ

けですが、これを一つの価値観で考えるとい

う問題ではないと思います。やはりこれは倫

理の問題だと思います。そういった具体論も

含めて、ぜひ御意見を伺いたいと思います。  

押田委員   議員政治倫理条例の話もあるのですが、まず

今ここでやらなければならないのは、木下委

員の行動が皆さんの考えている倫理規範に合

うのかどうか。それがなければ条例の制定も

何も進まないのではないかなと思っておりま

す。  

ことし６月に「議員は…その倫理性を常に自

覚し、良心と責任感を」という内容の議員政

治倫理条例に関する請願が出ております。金

沢市議会の例で「議員は…高い倫理観と品位

を保持し…」とありますけれども、とてもで

はありませんがそううたえるような環境が今

の富山市議会にあるのか。  
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座長が言われた、深夜の議会事務局に出入り

するということですが、私は木下委員と同期

ということもあり、実はよく話をしました。

私自身もサラリーマン経験があって、深夜ま

で働くことが非常に多かったのですが、議員

になって９時から１７時まで、若干手が遅い

のか１８時くらいになることもありました。  

帰る際に出退勤表示のスイッチを押すのです

が、木下委員のランプがまだついていたら同

僚、仲間として早く帰るようにと言っていま

した。彼は、「そうですね」「早く帰らない

とだめですね」と言っていました。しかしな

がら、何回言っても帰らないので、議員が帰

らないと議会事務局の職員は帰れないよと促

したこともあります。  

テレビでしか見ていないのですが、木下委員

は「私のような人間は注意をされなかったか

ら腐っていった」と言っていましたが、彼は

注意されていたのです。注意をされていたに

もかかわらずそのようなことを言ったことは、

私は正直にいってうそだなと思いました。  

もしここに木下委員がいて、私が何度注意し

たのかと面と向かって話をすることもできま

す。ですから彼はうそをついているのです。

申しわけないですが、そういう人間を正さな

い限り先輩方が言われた議会の議員政治倫理
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条例の議論を進めるわけにはいかないと思っ

ています。  

座長     今、具体な意見も話していただきました。  

      上野委員、会派控室は隣ですね。私どもの自

民党会派は木下委員と会派控室が離れている

わけですが、押田委員はそういった注意をし

ていたということです。当然ながら自分たち

の考える倫理意識とはずれているわけですが、

上野委員は木下委員についてどう思われます

か。  

上野委員   すみません、会派控室が隣であることは、何

か関係があったのですか。  

座長     私どもは会派控室が遠いので。木下委員は注

意してくれる人がいなかったということです。

上野委員は会派控室が隣で比較的近くにいた

ということですから、彼が遅くまでいたのか

どうかということを知っていたのか知らなか

ったのかということも含めて。  

上野委員   確かに請願については一緒に紹介議員になっ

ていますが、木下委員は家族でも何でもない

方なので、彼が２４時間何をしていたのかま

では把握していません。また、壁を隔ててい
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ますし、扉もありますので、彼が一体何時に

来て何時に帰ったのかまでは正直把握をして

いません。  

押田委員が注意されたという話なのですが、

議長も正直報道を受けるまで知らなかった事

実がたくさんあるとおっしゃっていたとおり、

私自身知らなかったことが多いため、どう思

うかと聞かれても、意見としては何とも申し

上げにくいというのが率直なところです。  

事前に本調査会の通知をいただいたときに、

「倫理とは何か」という言葉がありましたの

で、インターネットの辞典にはなるのですが

倫理という言葉を改めて検索してみました。

それによると「人として守り行うべき道、善

悪正邪の判断において普遍的な基準となるも

の」とあります。「普遍的な」というところ

に関しては「ある範囲における全てのことに

当てはまるさま、全てのものに共通している

さま」ということなので、やはり議員政治倫

理条例という形で１つの共通認識を持つとい

うことは必要ではないかなと思います。  

ただ、木下委員に関しては、確かに糾弾決議

が可決されているのですが、この場で木下委

員を糾弾するような話合いをするのが適切な

のかどうか。本調査会として、木下委員の問

題から倫理をひもとくということが果たして



12

適切なのかどうか、私は判断しかねます。  

座長     そんな人がいるはずはないと思ったのですが、

例えば木下委員が今も態度をしっかりと表明

していないとうことは、自分なりに議員を継

続できる―それほど大きな倫理違反をしてい

ないと思っているのではないかというふうに

思います。  

      実際、彼は人のいないところの鍵をあけて入

ったわけではないのです。普通に手続を踏ん

で入ってきたのでしょうけれども、誰もいな

い深夜の庁舎に頻繁に出入りすることは、私

は倫理的に大きな問題があると思います。誰

もいない会派控室に入ることも、決して物を

とったとかとらなかったとかということは関

係なく、そういったところには入るべきでな

いと思います。  

そういったことについて皆さんはどう思うの

か、ということを改めて念を押して聞きたい

というのが今の趣旨でもあります。  

押田委員   木下委員の問題を本調査会で取り上げるべき

かどうかという話が多少出ております。私は

お盆休みの間にいろいろな方とお話しをしま

したが、やはり市議会のことで一番最初に聞

かれるのは、「どうなりました」ということ
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です。多分皆さんも一緒ではないかと思いま

すが、「どうなりました」と聞かれて、私は

さっぱり姿を見せないので報道にあるとおり

ですとしか答えられませんでした。  

何だその程度か、という話で市民の方にも非

常に残念がられましたけれども、もしここで

議論しなかったら一体どの場で議論するのか。

ここでやらないと何も進まないのではないか。  

これから富山市議会としてやらなければなら

ないことはたくさんあると思います。それを

進めるためには、申しわけないですが、木下

委員の問題をどこかで扱わないわけにはいか

ないのではないかなと思います。  

座長     私がこの議題にしたことに賛同していただけ

るということですね。  

      上野委員は、ここではそういった議論をすべ

きではないということですね。  

上野委員   議員政治倫理条例については話し合うべきだ

と思っていますけれども、個別の案件につい

て、例えば政治倫理に関する審査会というも

のがない状態で、果たして議論すべきなのか

どうかということ……  

座長     政治倫理の何ですか。  
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上野委員   議員政治倫理条例を制定して、何という名前

になるかはわかりませんが、政治倫理に反し

ているかどうかを審査するという委員会がな

い中で、本調査会でそういった話をすべきか

どうかということについては、私は考えてい

ません。  

座長     当然、議員政治倫理条例について議論する委

員会です。議論する委員会だからこそ、私は

避けて通れない議題ではないかなと思います。  

２度確認しましたが、上野委員はそうではな

いということなので、了解しました。  

久保委員   座長と皆さんとの間に若干ボタンの掛け違い

があるのかと個人的に思いながら聞いていま

した。  

座長も調べられたようですが、倫理とは普遍

的な基準となるものとなっています。普遍的

な基準となるものを条例で定めないと、果た

して私たちは守れないのかというところは大

変逆行しているのではないかなと。  

過去に政務活動費の過ちがたくさんあったと

きに、先輩議員の多くは非を認めてみずから

の進退を決めて、また選挙の洗礼を受けて、

この議会という場にたどり着いた先輩議員も

いらっしゃれば、やめられた方もいらっしゃ
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います。  

もはやそれもできないような状態に陥ってい

るということは、議会としては改革が前に進

んでいるどころか、議会の品位・モラルは下

がってきていると言わざるを得ないのではな

いかと思っています。  

その中で、座長の提案は倫理というものに対

して皆さんの共通認識がどこまで持てていて、

それを踏まえた上で、どこまでを議員政治倫

理条例として考えるべきなのかということの、

まずは１つのたたき台として今回のテーマを

選ばれたのだと思います。  

議員の政治倫理を調べてみたところ、実際の

法律に抵触していなくても政治家の持たなけ

ればならない行動規範とありました。したが

って、冒頭にあった警察がどうだとか司法が

どう判断するかではなく、私たちがそれにつ

いてどう考えるのかというところを座長が問

われているのだと思っています。  

私の思いとしては、そもそも木下委員がやっ

たことは仮に法律で裁かれなくても、ここで

また市民から大変多くの信頼を失ったと。そ

のあとの行動についても、説明にも出てこな

ければ市民の皆さんに経緯やその後の自分の

進退についても表明をしない中で、議員報酬

をもらい続けているという状況において、大
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変大きな問題だと思っています。  

そういった意味では、彼はもう完全に倫理を

逸脱した行為を現在も行っているという前提

に立って、例えば全員が共通認識となった上

で議員政治倫理条例というものでどこまで何

を縛れるのか、その可能性について議論する

ということはあってもいいのかと思いますが、

そもそもやっていること自体が皆さんの倫理

観においてどうなのかというところのコンセ

ンサスが取れないのであれば、議員政治倫理

条例の議論を始めようとしてもあまりにもス

タート位置が違い過ぎて、ではどこまで書く

のですかと。  

勝手に夜中に入ってきてはいけませんとか、

女性職員にメールを送ってはいけませんとか、

人の嫌がることをしてはいけませんとか。富

山市議会としてこのような条例をつくらなけ

ればならないのか、そこまで落ちてしまうの

かということはしっかりと考えていただきた

いです。  

これは糾弾するのではなくて、きちんと皆さ

んの持っている倫理観として現状がどういう

状況と考えているのか意見を述べた上で議論

していただきたいなと思っています。  

市民からの請願にも高い倫理観が求められる

とありました。私としては、条例を定めてほ
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しいというところで、皆さんが当たり前でこ

んなものを条文につけるまでもないというと

ころをどこまで共有できるのか、という意味

でもしっかりと意見を表明していただきたい

と思います。  

赤星委員   木下委員の行為については、全会一致で糾弾

決議を可決したわけですから、倫理にもとる

行為だということはもう既に合意済みだと思

います。本調査会で個別の案件についてずっ

と議題にするというのは私もちょっと違和感

があります。  

先ほど座長が気にしておられた深夜の庁舎に

入ること自体どうなのかという問題について

は、そこで仕事をするとか勉強をするとか、

そういった真っ当な目的であれば特に問題な

いと思います。私も議会の仕事でどうしても

遅くなったことが何度もあります。政務活動

費の不正発覚が相次いだ時期は、本当に真夜

中まで連日残って調査をしていました。仕事

でやむを得ずという時期もありました。  

ただ、後から聞いてびっくりしたのは、そう

いう深夜や早朝に木下委員が出てきたときに

勝手に議会事務局へ侵入して職員の机を触っ

ていたことです。これは誰が聞いてもだめな

ことなので、それをあえてみんなで再確認す
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る必要があるのかなと思います。  

議員政治倫理条例については、政治倫理基準

というもの―議員は次に掲げる政治倫理基準

を遵守しなければならないと定めるわけです。

その中で、市民全体の代表者として品位及び

名誉を損なうような一切の行為を慎むことと

いうように定めれば、細かいこと―勝手に入

ってはいけませんとかメールを送ってはいけ

ませんとか、そういうことを一々条例に書く

わけはないので。そういった議員政治倫理条

例を早くつくって定める。  

政治倫理基準に違反した疑いが持たれた場合

は、その議員みずからが解明することと、議

長が政治倫理審査会を設置して、そこで審査

をして、審査の結果によっては議長が辞職を

勧告するとか、条例を守ることを警告すると

か、そういった措置がとれる。  

そういうシステム化や市民への約束でもある

条例がない段階でああだこうだと言っても。

糾弾決議を可決した以上は何もできないこと

からみんなもどかしい思いをしているわけな

のです。ここはきちんとこういうルールにし

たがって富山市議会はやるんだということを

市民の皆さんにお見せする、約束する意味で

も、早く条例の検討に入ったほうがいいと思

います。  
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座長     この議題は初めて出しました。最初の議題で、

意見を聞くのにまだ一巡もしていない状況で

す。この話題をあまり議論したくないという

ふうな意見があるということは、逆によく理

解しました。  

赤星委員   議論をしたくないわけではなくて、この場で

個別のことをずっと議論するのがふさわしい

のかどうかということです。  

座長     倫理の共通認識を持ちたいと思った中で、こ

れを個別の事案と考えている議員がいますが、

そうではなくてこれは大問題の状態が続いて

いると思っている議員もいます。  

これは御意見として理解するようにはします。

なかなか理解しがたいけれども。  

赤星委員   大問題の状態が続いていることはそのとおり

で、私もそう思います。  

座長     それであれば話し合うことが当然だと思うの

ですが、それはどう思いますか。  

赤星委員   話し合って何を導き出したいのですか。  

座長     話し合わずに議員政治倫理条例だけを決めて
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いくということだけでは、私は適策ではない

と判断しています。  

      私の考えを理解していただけないのかなと思

いますけれども、一通り意見を聞きたいと思

います。  

尾上委員   倫理観というものは、別に我々議員だけでは

なくて国民全てが持ち合わせなければならな

いことだと思っていますし、皆さんが倫理観

というものを持っていて、それに基づいて常

日ごろの行動をされていると思っています。

国にはそれを定めた条例や法律があるわけで

はなくて、倫理観を何だかんだといって条例

にしなければならないということは、本来は

ないというふうに思っています。  

もし、今やるのであれば、先ほど赤星委員が

言われたように倫理観を守らなかった場合の

罰則規定というものを明確にしておかないと、

単にこうしたらだめ、ああしたらだめ、こう

しなさい、ああしなさいというものをつくっ

ても何もならないのかなと思っています。  

今議題になっている木下委員については、先

ほどから皆さんが言われるように当然誰が見

ても倫理的におかしい行動であって許される

ものではないですし、報道もさることながら、

説明責任をきちんと果たしていないことなど、
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全てにおいて倫理的に問題があるだろうと個

人的には思っています。  

先ほどから何人かの方が言われましたが、そ

れを解き明かしたからといって、解き明かさ

ないと議員政治倫理条例がつくれない、つく

れるという話というのはちょっと違うのかな

と思います。ただ、皆さんが共通認識を持っ

て取り組まなければきちんとした条例になら

ないという考え方も無きにしも非ずなのかな

という気もいたします。  

いずれにしても、つくるにしろつくらないに

しろ、条例自体の議論をもう少し早く推し進

めるべきではないかなと考えております。  

大島委員   木下委員とは会派控室が同室でありますし、

最近は一番仲良くしており、ある程度相談を

受けていた時期もありました。  

まず、忍び込んで見つかったということを後

日聞いて、言語道断であって即刻議員をやめ

たほうがいいと思いましたので、６月定例会

に議会として辞職勧告決議を提出しなかった

ことは非常に不思議であります。  

私も糾弾決議の提出者になって、決議は全会

一致で可決となりましたが、皆さん御存じの

ように、これは本人の意思次第で法的拘束力

はありません。  
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今座長は、法律の問題を抜きにしてと言われ

ましたが、木下委員のことを今語ることは非

常に危ないというか、難しいことだと思いま

す。彼も弁護士をつけて自分の身の振り方を

考えているはずですので、木下委員のこうい

う話をするときは、彼に弁明の機会を与えな

ければならないと思います。  

糾弾するのは結構ですが、彼にも弁明の機会

を与えるべきだと思いますし、ましてや、議

会事務局の中に入ってはいけないという申合

せといいますか、通知・通達を決められたの

は、私たちが補欠選挙で当選する何カ月か前

のことで、私どもが補欠選挙で当選した後は、

以前、情報公開請求をしたことが漏れるなど

いろいろな問題があったので、当局の各部局

に入ることはまかりならない、もし用事があ

る場合は会派控室に呼ぶようにという話をい

ただきましたが、その時点で議会事務局に入

ってはいけないという通知・通達は見たこと

がございません。  

そういうことを含めると、彼がどこまで知っ

ていたのかということに対して、今捜査継続

中であり、今後書類送検されて起訴されるか、

不起訴になるか、起訴猶予になるのかはわか

りませんが、今の段階で法的な問題を抜きに

して、私たちが彼に対して言うということ、
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糾弾決議を可決した以上にできることはない

と思っております。  

加えて、議員政治倫理条例に関する請願につ

いてですが、彼がそういう行為をしながらよ

くぬけぬけと紹介議員になったと思って、す

ぐに紹介議員の取り下げを行うのは当然です

し彼もそれを希望しておりましたが、これを

議会で認めなかったということは私にとって

非常に不可解であります。彼に議員辞職させ

るということであれば、紹介議員から名前を

消すということは富山市議会の名誉のために

は当然のことではなかったかと思います。  

最後に、忍び込んで見つかったという事件の

後、彼が議長に呼び出されて説明をしている

はずですが、そのときに議長から―また議会

事務局からかもしれませんが、彼に対して心

理的、精神的に病んでいる可能性があること

から心療内科を受診しなさいと言われたと思

っております。  

カメラで撮影されている各派代表者会議の中

で土下座するというのは、彼が精神的に病ん

でいるというふうにしか思えません。そうい

うことも含めると、精神的に障害があったと

きの犯行ということであればまた話は別で、

それについてどこまで言えるのかというのは

私にもわかりませんし、弁護士と相談の上だ
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と思います。  

今回個人的なことを取り上げるのは非常に大

事なことかもしれませんけれども、推定無罪

ですが、政務活動費の問題で今公判中の方が

いらっしゃったり、不起訴処分の方が会派事

務職員でおられたり、そういう方々を抜きに

してこの話をするというのは、私にとっては

ちょっと無理があるのではないかと思います

し、市民の方々もそういうふうに思っていら

っしゃるのではないかと思います。  

お盆の間にいろいろな方と話して、木下委員

の問題だけではないと強く感じております。  

座長     ほかの問題もあるから、これを議論すべきで

はないということですか。  

大島議員   いえ、そういうことではありません。  

座長     そういうことではないのですか。  

本調査会の私が所属する会派の委員は、全員

が平成２８年度にあった補欠選挙以降の議員

です。私の進行は下手かもしれませんけれど

も、今起こっていることを今議論すべきでは

ないかと思います。  

      大島委員の意見の中でそういう価値観もある

のかと思った―そういった意見を待っていた
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のですが―不在の議会事務局に入ってはだめ

というルールがあれば入ってはだめだけれど

も、それがなかったらと。それがなくても入

ってはだめだという倫理観が普通はあるのか

と思っていたものですから、そこでも違うの

だなと認識した次第です。  

久保委員   ちょっと不思議だなと思ったのが、倫理につ

いて語ろうといったときに、弁護士を入れて

事実認定をどうだという議論に持っていかれ

ると、そもそも議員政治倫理条例は何のため

に必要なのかと。それは警察と司法に任せて

おけばいいではないかというところに回帰し

てしまいそうで大変残念な意見でした。  

また、大島委員の意見の中でどうしても納得

できないのが、弁明の機会を与えるべきとい

うことです。例えばその後のいろいろなやり

取りをしている中や、きょうの本調査会に出

席されればいいだけであって、それ自体も個

人が拒否しているにも関わらず、それを彼に

認めるべきだし精神状態においてどうだと。  

これは普遍的でも何でもなくて、倫理につい

て語りましょうといっているのに全く違った

物差しを持ってきて話をすりかえられている

ので、もう一度倫理というところにおいて議

論をしていただけないかと思います。  
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大島委員   法的に違反があるのと倫理的に違反があるの

とでは当然違います。それと今捜査が継続中

ですので、ここで弁明するということは捜査

に影響を与えることが十分に考えられること

から、当然出席しないということも彼の選択

ではあったのかなと思います。  

      また、補欠選挙以降に各部局や議会事務局も

含めて入らないようにと言われましたが、そ

れ以降でも平気で入っていらっしゃるという

場面をよく見かけましたので、その辺は徹底

されていないということも十分認識すべきで

はないかと思います。  

座長     私はそのような現場を一度も見たことはあり

ませんが、不在の、誰もいない議会事務局に

どなたか入ったところを見たことがあるので

すか。  

大島委員   不在とは言っていません。  

座長     不在か不在でないかというのは大きな違いで

はないですか。留守のところに入るのと、人

がいるところに―人がいて拒絶すればそれで

済むことですから、それとは大きく違います。

基本的には議論をしたくないという大島委員

のメッセージだと思いますので、これはこれ
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でやめておきましょう。  

      法的なことをここで議論するつもりは毛頭あ

りません。逆に、法的なことが進まなければ

このことが議論できないのかという意見は、

意見として大変大事だと思います。  

久保委員   今、大島委員は通達を知らなかったと。ここ

で明らかにしておきたいのは、もしもこの先

決めるべき議員政治倫理条例では、不在の議

会事務局や一般職員の机の引き出しをあけた

り物を触ることなどについて、通達がなかっ

たらやってもいいのだというふうに聞こえか

ねないので、これは前言をしっかり撤回して

いただかないと。これは共通でだめな話だと

思っています。  

通達がなかったことについては、司法の場で

彼がどういう事実認定をしていたかは別です

が、これは倫理として、例えば私は女性職員

の机の引き出しを無断であけたり、夜中に議

会事務局に忍び込んでいろいろな書類を物色

したりするということは絶対にだめなことで

すから、これは議論の余地がないということ

で、これはしっかりと肯定していただきたい

と思います。  

座長     それは個人の倫理観で、個人で違うからこそ
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いろいろな議論をしたいと思ったので、他人

に押しつけることはしないでください。  

髙田 真里委員 先ほど座長も言われましたが、木下委員は補  

欠選挙で一緒に当選した同期であり、そして

全国ニュースにもなった大きな問題で市民か

ら失った富山市議会の信用を、同期としてま

た一から積み上げていこう、頑張っていこう

と思っていたのです。  

今回こういうことがあって本当に残念なのと、

最初は腹立たしく思ったのですが、実際に報

道されているものを見ていると、私たち市議

会議員全員が同僚としてというような書かれ

方をしていて、木下委員がしたことがどうと

いうようりも、この議会で同僚として気づけ

なかったことにすごく残念で悔しい思いをし

ました。  

いろいろな市民の方と接している中で、普段

すごく温厚な方で政務活動費のいろいろな問

題にも割と温厚に検討してくださっていた方

でも、今回のことはとにかくすごく御立腹さ

れています。要は、議員をやめない限りは報

酬が出るということはやっぱり許せないと。

皆さんが本当に一生懸命働いて納めていただ

いている税金から政務活動費も議員報酬も賄

っているわけなので、そのようなことを考え
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たときに本当に論外の話だと思っています。  

木下委員が深夜に何度も出入りしていたとい

うことについて、仮に１００歩譲ってどうし

てもきょうじゅうに取りに行かなければなら

ない書類があって、深夜にその書類を取りに

来たということが一度や二度あったとしても、

何日も頻繁に深夜の庁舎に出入りしていたと

いうことなのです。  

法と道徳というものを分けるとすれば、法で

裁かれることではないのかもしれませんが、

一般的に社会通念上の倫理観と言われるもの

で考えたときに、やっぱりそれはあり得ない

ものだと思っています。  

ましてや議会事務局に侵入していて、それも

発覚したときが初めてではないのではないか

と疑われるような状況で、机に置かれていた

ものの位置が変わっていたとか、そのように

議会事務局の職員が感じていて、やっぱりお

かしいとか怖いという思いを抱かせていると

いうことは、議員として以前に人としてどう

なのかなという思いもあります。  

この問題を避けながら議員政治倫理条例の話

をしましょうとなると、一般市民は、同じ同

僚議員の倫理上おかしなことも解決しないで、

糾弾決議を可決しただけで議員政治倫理条例

をつくるんだというふうに思われると思いま
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すので、これは避けては通れない問題だろう

と考えています。  

座長     私は座長として、同じ思いを持つわけです。

この話題を抜きにして話を先に進めていって、

逆に皆さんに怒られるのではないかというふ

うに思っていたわけですが、この話題を選ん

だことがあまり歓迎されなかったことが本当

に殊更意外でした。今の意見でこの題材を今

回採用して少しだけほっとしました。  

泉委員    多分これは自民党会派と他の会派で意見が割

れます。今まで請願などで仲間としてやって

来られた方とそうではなかった方とでは意見

は分かれると思います。  

まず議会事務局に確認したいのですが、議会

改革検討調査会というのは公務ですよね。  

議事調査課長 公務です。地方自治法に基づいて設けられて  

いる諸会議の場です。  

泉委員    公務ですよね。議会改革検討調査会や議会報

編集委員会は委員の代理出席ができるなど常

任委員会とは多少違う雰囲気があったもので

すから、今の質問をしました。  

そこで、木下委員が都合により欠席するとい
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うのは、誰がどのように聞いたのですか。き

ょう出席しないという連絡はどのように受け

られたのですか。  

議事調査課長 きょうの欠席につきましては、欠席届が郵送  

      で届いております。  

泉委員    そういうものがきちんと出ているのですね。

わかりました。本来は今私が座っている席が

木下委員の席なので、なぜきょう私がこの席

なのかと違和感がありました。  

正当な理由なくという言い方ではないのです

が、都合によりという理由で欠席されている

わけですよね。  

座長     私から話をします。欠席理由は、都合により

ではなくて、「捜査継続中のため」というふ

うに書いてあります。  

泉委員    彼がこういう公の場に出てきてみずからの説

明責任といいますか、そういったことをきち

んとしようとしない、そういう方がこの委員

会の委員であっていいのかどうかを今回は本

調査会の中で示すべきだと思います。  

なぜかというと、糾弾決議以降、富山市議会

として公には何らアクションを起こしていま
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せん。１つ提案なのですが、彼がこの調査会

のメンバーでいいのかどうか、それすら議論

しないで次には進めないと思います。  

突然の提案かもしれませんが、彼が本当にこ

の調査会にいていいか、私は別に採決まです

る必要はないと思いますが、その意見もきち

んと聞かないでこれからの議会改革、特に議

員政治倫理条例について踏み込んでいけない

のではないかという気がしていて、さっきか

ら非常に疑問に思っていました。何らかのア

クションを起こすべきだと思っています。  

座長     一応一通り意見をお聞きしました。  

考え方は２つに分かれてしまっています。今

の泉委員の提案が多数を占めてどう制御しよ

うかと思っていたくらいですが、このような

状況ですので、今の泉委員の提案については

ちょっと苦しいのかなという感触を持って、

ここに座って皆さんの話をお聞きした次第で

す。  

      ただ、倫理観ですとか、今木下委員に対する

糾弾決議を可決してこの状態で放置されてい

ることに対する議会の置かれる危機感ですと

か、そういったものに対する考え方の違いが

大きくあるということは逆にわかりました。  

これ以上議論を深めても雰囲気も悪いですし、
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あまりいい結果を導き出せないと思います。

本来、倫理観については議題とすべきではな

いという意見も複数あったということを含め

て議長に報告させていただきますので、この

話題については締めさせていただきたいと思

います。よろしいですか。  

 〔「はい」と発言する者あり〕  

座長     それでは次の話題に入ります、次も空気が悪

くなるかもしれませんが。  

議員政治倫理条例に関する請願を審査した際

の議会運営委員会で、私は一委員として会派

光について発言させていただきました。どう

いった発言かと言いますと、ほかの会派同様、

会派光に会派事務職員がいらっしゃって、会

派事務職員の人件費が政務活動費から支払わ

れています。まず、政務活動費の本来の目的、

趣旨、大原則としては、政党活動、政治活動、

後援会活動、私的活動には使えないというこ

とが明確に分けられているということは皆さ

ん良く御存じだと思います。  

ところが、会派光の会派事務職員の方は政党

―政党というとちょっと語弊があるかもしれ

ませんが、政務活動費の運用指針では政党と

いうふうに位置づけています。一緒に政策チ
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ームを組んでいる政策チーム光の別の議員の

事務所で働く方に対して、この方は会派光の

会派事務職員と同一人物であって、その方の

人件費が政務活動費から支払われていると。  

また、その方に支払われている人件費の時給

が、ほかの会派の会派事務職員の概ね倍の金

額で、大変短い時間のフレックスタイムとな

っていることから、この給料がどこに支払わ

れているのか見分けがつかなくなるので、こ

ういったことは倫理的にやめるべきではない

かと話したわけです。また２人会派ですので、

そもそも政務活動費そのものがそれほど潤沢

にあるわけではありませんが、その中で大き

な割合を占めているものを支払っています。  

こういったことを含めて、私からそれは倫理

的に問題を含んでおり、こういった問題を議

論することなく前に進んでいくことは大変困

るので、これも議論して議員政治倫理条例を

一度検討するべきではないかという話しをし

たわけです。  

ただ、私が発言した場はもともと会派光の議

員が委員ではないことから発言できる場がな

かったため、そのことに対して反論といいま

すか、まずは発言していただくということに

なっております。その後、皆さんの御意見を

お聞きしたいと思っています。  
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上野委員   まず政務活動費について、人件費はもちろん

政務活動に関する部分にしか支給しておりま

せん。したがって、私どもの会派では倫理観

に反しているというふうには思っていません。  

      また、座長からほかの会派の会派事務職員の

時給の倍程度と言われましたけれども、一応

議事録を確認したところ、議会運営委員会で

は時給換算で２，０００円程度というふうに

言っておられました。ただ、平成２８年１０

月分以降の話なのですけれども、自民党会派

に会派事務職員が２人おられるのは周知の事

実だと思いますが、月額の給与が異なる方が

２人おられたという形になっています。  

その当時の雇用契約書は恐らくインターネッ

トに掲載されていないので詳細はわかりかね

ますが、人物の能力に応じて給与の形をかえ

るということは政務活費費の運用指針上、問

題がないと思っております。そのように会派

として考えております。  

政務活動費に対して大きなパーセンテージを

占めているというふうな言葉もありましたが、

やはり議員の数が少ないので、それは恐らく

どこの少数会派も同じような形になるのでは

ないかと思っております。今おっしゃられた

内容については以上です。  



36

座長     今、回答された中に自民党会派の給与が違う

という話がありましたが、大体会派の会派補

助業務は時給１，０００円程度となっていま

す。これは皆さんよく御存じで、それぞれの

会派で時給１，０００円程度だと思います。  

会派光が時給２，０００円払っておられると

いうことについてはいかがでしょうか。  

上野委員   今、私が述べましたとおり、その方の職務・

業務の内容なのか職歴なのか年齢なのか性別

なのかは私にもわかりかねますが、政務活動

費から支払う分に時給幾らという形で積算さ

れること自体、私どもとしては違和感があり

ます。  

会派補助業務という形の中で、例えば会派補

助業務が一体どこまでの範囲なのかは会派間

によっても違うかもしれませんし、補助とい

う言葉自体も考え方が違うかもしれません。

あくまで会派が行う活動を補うということは

私たちも存じ上げていますが、その時給が高

いのか低いのかという話になると、では最低

賃金がいいのか市職員に準ずる形がいいのか、

という話にまで言及しなければならないと思

いますので、倫理観ということで議会改革検

討調査会で話し合うよりも政務活動費のあり

方検討会で話すべきではないかと思っていま



37

す。  

座長     時給の問題はそのような回答をされると。会

派事務職員が、同じく政党―政策チームを組

む方の事務所の職員であるということについ

て、その上、ほかの会派の会派事務職員の倍

の時給が払われて、どちらのために給与を払

っているのかがわかりにくく、非常に悪い誤

解を生みやすいというような認識はありませ

んか。  

上野委員   政党の職員であるということですが、政党か

らそのような支出はもちろんしておりません

し、そういったことについてどういう形で座

長の耳に入っているのか私どももわかりませ

んが、私どもとしては政務活動費で支出して

いる部分に関して、私どもが用いるものに関

してはもちろんきちんと提示させていただき

たいと思っていますし、それではっきりする

ことではないかと思っています。  

ただ、座長が議会運営委員会で言われたとお

り、会派間での質問状のやり取りですとか、

会派の中においても意見が違ったりというこ

ともありましたので、こちらとしても答えか

ねるという状況になっています。きちんと区

分すべきではないかということについては、
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こちらとしては区分できていると考えており

ます。  

座長     会派光の会派事務職員が、政策チーム光―今

は解散されたかもしれませんけれども―そこ

で一緒にチームを組む別の議員の事務所のス

タッフを兼ねているということと、なおかつ

その区別がつきにくいということ。  

会派光の会派事務職員は、会派控室での勤務

時間が大変短いにもかかわらず、他会派の結

構長い時間働いておられる方と同じ給与を払

っているということは問題ではないというふ

うに思っておられるということで間違いない

ですね。  

上野委員   勤務時間や勤務内容の話、時給がどうという

話になりますと、倫理観云々というよりも、

あくまでルール上どのように定められている

かということや、政務活動以外のところに支

出していたということであれば確かに倫理観

に反するとは思いますが、私たちはあくまで

政務活動の補助のための会派事務職員を雇っ

ており、その業務しかさせていないことから、

それに対しては倫理に反しているとは考えて

いません。  
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座長     戻りますが、会派補助業務しかさせていない

のに、時給は２，０００円ということですよ。  

上野委員   会派補助業務の内容について、恐らく会派間

で意識が違うのかなと思っています。補助業

務の範囲がどこまでなのか、例えば資料の作

成など簡単な業務にとどまっているのか、そ

れともそれ以上のことをさせてもいいのかと

いうことも含めて今後協議していただきたい

と思っているのですが、簡単な業務だから時

給が低くていいという考え方自体も果たして

それでいいのかどうか。  

座長     一応お答えいただきました。以上のことを聞

いて、政治倫理の観点からどう思われるのか

御意見を伺いたいと思います。  

久保委員   これはいくつかの視点があると思っておりま

して、まず会派光は選挙のときに政務活動費

はもう要らないのではないかというような公

約をされていたような気がします。税金であ

る政務活動費を使うに当たって、倫理観を持

って、できるだけ無駄遣いをしないでおこう

と一番先頭に立っていかれるべき会派だった

のではないかと思っており、市民の方もそう

いったところに期待されて投票されたのでは



40

ないかなと思います。  

例えば、自分たちが会派事務職員と雇用契約

を結んだ後にほかの会派と比べて著しく時給

が高過ぎたということがもしもわかれば、自

分たちの業務内容や他会派にどのようなこと

をしているのかを聞いて、本当に自分たちの

契約が政務活動費を使用していくに当たって

他会派と比べてどうなのかということをまず

はしっかりと当たっていただかないと。  

ここに回答を持ってこられなくて、どこにも

書いてないから書いてあるとおりのことはし

っかりやっているのだから何も問題ないので

はないかということでは、投票された市民の

方の中にはがっかりされた方もいるのではな

いかと思います。まさにこれが政治倫理だと

思っています。  

もう１つは、当該事務員が県議会議員の秘書

を兼ねていたとか、選挙運動を手伝っていた

のではないかとか、政治活動の応援をしてい

たことを目撃したという市民の方からの御意

見も伺っていますし、議員の中には実際それ

を見られた方もいます。その中で、私たちが

従前から問題としているのは、平成２８年１

１月の市議会議員補欠選挙から平成２９年４

月の市議会議員選挙までの間に県議会議員の

秘書を兼務しているということであれば、兼
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務は物理的にできないのではないかと。  

実は先日、社会保険労務士にこういう雇用契

約書は成立しますかと聞きに行ったら、物理

的に無理なものは但し書きが書いてあったと

しても無効になる可能性が非常に高いと言わ

れました。無効な労働契約をもとに支出をし

ていたということになると、これは大変な問

題になるわけです。  

そのことについて会派光には再三にわたって

質問状を渡したのですが、一切答えていませ

ん。政務活動費の運用指針に書いてあるわけ

です。使用したものについては市民に対して

明確に説明するという約束をしているにもか

かわらず、このモラルも守れない。けれども

議員政治倫理条例に関する請願の紹介議員に

もなっており、条例をつくるべきだという。  

上野委員には、まずは御自身の説明責任をし

っかりと明確に果たしていただいて、私たち

もそうなのか、それでは杞憂だなと納得でき

るような説明をしっかりしていただいてから、

議員政治倫理条例についてどうかということ

をお話しされるべきではないかと思います。  

請願を出された方もこういう話を知っておら

れるのかどうかわかりませんが、こういうと

ころはしっかりと大丈夫ですというふうに説

明をしていただきたいと思います。  
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座長     ちょっと踏み込み過ぎの部分もあるので、会

派事務職員を雇っているほかの会派の方の御

意見をお聞きしたいと思います。  

会派には政党のあるところとないところがあ

りますが、それぞれ御自身の会派事務職員の

立ち位置と関係を含めて、現状の会派光の問

題が倫理的にどうか、おかしくないというこ

とを含めて遠慮なく言っていただければと思

います。  

松尾委員   座長が倫理とはというテーマで話を進めてき

て、まず木下委員のことに関しては倫理なん

ていう問題ではないくらい論外だということ

であったと思います。それが座長の本当の思

いだったのかなとちょっと気になりました。  

会派光の今回のことですが、会派事務職員を

雇うことについては、政務活動の補助という

名目です。ただ、その境目というのは非常に

難しいわけです。その中で、だからこそでき

る限りその曖昧なものを排除していかなけれ

ばならないということで、公明党会派でいえ

ば、まずは党員は論外で、支持団体でも会派

事務職員になることはあってはならないだろ

うと。そこまでする必要もないのかもしれま

せんが、市民の皆さんに間違えられる可能性

について気を使わないとなりません。  
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また、お話をいろいろと聞いていると、運転

手だとか選挙が云々という話がありましたが、

それはもう絶対にあってはならない―ないの

かもしれませんが―市民の皆様に対して疑わ

れる可能性があるということ自体避けていか

なければならないというのが大前提です。  

倫理とはというところに戻りますが、要は私

たちは市民の皆さんに御迷惑をおかけしない、

指摘されないようにしていきたいという意味

で、議員同士でいろいろなことを指摘し合っ

て、おかしくないですかということを言い合

って、しっかりと改善するところは改善しな

ければなりません。  

会派光は時給２，０００円ということですが、

それがわかったのであれば、それはすぐに改

善するべきことだったのではないかなという

ふうに今話を聞いて思いました。  

それはおかしいでしょとみんなが言っている

のに、うちはそれは関係ないですみたいな―

ちょっと言葉は悪いですが―そういうことに

ついて、それ自体が倫理観としてちょっとお

かしいのではないかと思っています。  

やっぱり倫理を語る上では、いろいろな指摘

をみんなでしあって、自分たちの会派でいろ

いろと考えて、疑われる可能性があれば改善

しようというふうに思っていくのが普通なの
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ではないかなと。これが自分や公明党会派の

中での倫理だなと実感したのでお話しました。  

村石委員   まず、１点目は基本的にはいろいろな問題が

起きたときに各会派で誠意をもってやり取り

をするというのは今までもやってきたし、こ

れからもやればいいと思います。ただし、各

会派でやり取りしてもなかなかお互いに解決

できない場合は、やはり議員政治倫理条例の

中で審査会というものをつくって、その審査

会の中で審査をして、その結果を議長に報告

して、議長が措置するということがあるので、

やはり私は今の問題も議員政治倫理条例の中

で解決していくものではないかなと思います。  

      また、政務活動費の運用指針の中には社会通

念上という言葉があります。社会通念上妥当

かどうかということですけれども、振り返っ

てみると、市政報告会が終わった後にアルコ

ールを出しているとか……  

座長     焦点がぼけるので、会派事務職員に時給２，

０００円で短時間勤務という事案のことしか

答えていただかなくて結構です。なおかつ、

その方が政党―御自身が加盟する政党と関係

する方であるということについての御意見を

言ってください。  
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村石委員   社会通念上という言葉があります。そういう

意味では、雇用契約を結ぶときに社会通念上

という認識をもとに金額を決めればいいとい

うことが言えると思います。  

ちなみに、もちろん皆さん主張されるように

他会派の会派事務職員の賃金についても参考

にするなり、あるいは公務員だったら職務給

とかどういう仕事をするかによって当然賃金

は違ってくるわけです。調査・研究する際に、

調査機関に委託するよりもその方に調査・研

究していただければ比較的安くなる場合もあ

るので、社会通念上どうなるかという視点で

考えるべきだと思います。ですから、２，０

００円が高いとか高くないということは即答

できません。  

我が会派は時給を１，０００円としています。

それはあくまで政務活動の補助だけです。別

に調査・研究を委託して何月何日まで報告書

を挙げてくださいというような業務をさせて

いるわけではないので、そういう意味では政

務活動の補助ということで１，０００円とし

ています。来年度からは会計年度職員のこと

がありますので、ことし４月からは一時金を

支給することにしています。  

これは社会通念上、パート職員の給与につい

ても期末手当を支給するというような形にな



46

ってきたので、社会的な情勢を捉えて、夏と

冬に一時金を支給することにしています。  

座長     念のために確認しますが、会派事務職員は政

務活動の補助業務に対する支給を認められて

いるだけですが、村石委員はそうではなくて、

社会通念上は調査業務をしてもいいし時給を

倍払っても問題ないというのが、村石委員の

社会通念ということですね。  

政党の関係はどうですか。  

村石委員   勤務時間内に政党活動をしたり、後援会活動

をしたり、選挙活動をしたり、そのような活

動は一切できないということになっています。

それはあくまで政務活動費を支払っている勤

務時間内にということです。  

座長     明確にできないというのはどのように証明さ

れますか。  

村石委員   私たちが会派事務職員の働いているところを

見ているし、そういうことをしてはいけない

と雇用契約書に明記してありますので、お互

いにそのことを守らなければならないという

ことです。旧の運用指針のときから雇用契約

書の中で明確にしています。  
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座長     それもそうですけれども、実際の時給と勤務

時間を考えたら、それ以外の活動をすること

はもともと想定された金額を払っていないと

いうことで、証明しなくても自動的に証明で

きる体制をとっておられると思います。それ

が現在どうかということを今議論しています。

ただ、村石委員の社会通念上では内側に入っ

ているということですね。  

髙田 真里委員 今ほど村石委員から政務活動を補助する以外  

に、例えば調査させても大丈夫というような

意見があったのですが。  

（「調査の補助です」と発言する者あり）  

髙田 真里委員 政務活動費の運用指針には、会派が行う活動  

    を補助する人を雇うことができますとしっか

り明記されています。会派控室においての補

助のみで会派控室以外のことはだめですとも

明記されています。  

それを社会通念上の範囲に持っていくのは間

違っていると思っていて、会派控室の中で会

派で行う政務活動の範疇の補助です。補助以

外のことをさせるなとは言いませんが、して

もらうのであれば、例えば会派控室以外のこ

とや、政務活動費以外の自腹で支給する―政
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務活動費以外のところから自分のお金で雇う

というのは構わないのですが、政務活動費を

支払っているのにその範疇を広げるというこ

とは運用指針に反すると思いますので、それ

はよくないと思います。  

座長     この議論はこれ以上深めず、前へ進めたいと

思います。  

尾上委員   松尾委員からもありましたが、政務活動の範

囲をここまでというのは非常に難しいところ

です。基本的には我々は政務活動以外のこと

は会派事務職員にはやらせませんし、本人も

重々承知しております。それ以外のことはや

らないようにと本人もわかっているところで

す。それに見合った手当を支給しているとい

うふうに我々の会派では考えています。  

      今ほどの問題については、大分前からそうい

う疑惑を持たれないように調べて改善したら

どうかと、別に悪いとかいいとかという話を

今まで会派光に言ったことはないと思います

が、自民党会派からいろいろと質問されてい

る中であまり納得のいく返事をもらったこと

がないというのが私の第一印象です。  

これまではこのようなことになる前に、ある

程度解決できていたのかなと思っています。
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実際に会派光の会派事務職員のことを事細か

く調査したわけではないのでそれ以上のこと

はわかりませんが、もし一般市民から疑惑を

持たれるようなことがあるのであれば、早急

に改善されたらどうかなと思っております。  

赤星委員   会派光の会派事務職員の時給が２，０００円

ということについて、自民党と会派光の間で

質問状のやり取りをされているのは外側から

見て私どもも何となくは知っていたのですが、

時給２，０００円だとか根拠がどうなってい

るという内容は詳しく知らされていないので、

それについてよく知らない状況です。まるで

空中戦を見ているような感じですので、はっ

きりとした見解をコメントできない立場です。  

その会派事務職員の方が政党活動をしていた

ということですが、勤務時間以外であればそ

の方の自由だと思います。運転していたこと

を目撃されたという方がおられるそうですが、

それが果たして勤務時間内だったのか勤務時

間外だったのか、そこもはっきりとわかりま

せんので何とも言えないと思います。  

座長     何とも言えないというか、私もそのやり取り

のことは蚊帳の外で実はよく知らないのです

が、時給２，０００円ということと同じ政策
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チームを組む政党の人物にそれぞれから給与

を支払っているということです。  

逆に勤務時間外であればということですけれ

ども、なおかつ給与は普通の会派事務職員の

倍の時給が払われているのだとすると、就業

時間外に働いているのに政務活動費から支給

されているのではないかという疑惑を持たれ

るような内容なので、それは倫理的におかし

いところがあるのではないかということを話

しているわけです。  

赤星委員   あくまで仮定の話です。私ははっきりそうだ

と確信を持っていないので、今言えません。  

座長     仮定がなくても、時給が倍で短時間だという

ことです。  

赤星委員   そういうことなのですか。何も証拠がないの

で、憶測でものが言えないということを理解

してください。  

座長     この時給の問題については、私も公式の場で

話をしていますので、会議録はインターネッ

トでも見れます。ただ、これも意外で、社会

通念というものはなかなか難しいものですね。

政治倫理を議論するにも、根本の考え方が大
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きく違うのかなと思います。  

最後に、それぞれの会派の会派事務職員の方

は皆さん優秀だと実は思っていますが、上野

委員の所属する会派光の会派事務職員の方は、

ほかの会派の会派事務職員の方の時給の倍か

かるような何か特別な会派補助技能をお持ち

なのですか。  

それを聞かせていただければ、これは私はと

んでもない失礼なことを言っていたことにな

ります。  

上野委員   そもそもの話になるのですが、一番最初にも

申し上げたとおり、会派の補助業務というこ

とで補助だから時給１，０００円が妥当であ

ると言われている根拠が何かも聞いておりま

せんので、それについては答えかねます。  

また、時給が倍ということについても、月額

で支給していることから月額で考えますと、

おそらく昨年度等は他会派と比べると月額単

位ではさして高いという状況ではなかったと

思います。  

座長     勤務時間が短かったら、逆にその分支払う金

額を少なくするチャンスなのではないですか。  

上野委員   ですので、時給が妥当であるかということ自
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体、果たして本当に１，０００円が妥当なの

かという話にもなってくると思うのです。私

も会派事務職員の方たちは本当に優秀だと思

っていますし、自分たちのことを補助しても

らっているので、果たして時給１，０００円

が妥当なのかどうか。  

社会通念上と言われますが、過去の書類を見

ますと具体的に月額１８万円の方と月額１６

万円の方がいて、既に２万円の差が出ている

ということを見ると、何が妥当なのかという

こと自体から話さなければならないのかと思

うのですが。  

座長     それは何を見て話しをしておられるのですか。  

上野委員   インターネットに載っています。  

座長     インターネットに載っているのはわかります

が、何の差が２万円で、今、上野委員が話さ

れる社会通念の内容の話と同等レベルの問題

なのですか。  

上野委員   自民党会派の支出になりますけれども、平成

２８年１０月時点で領収書しか載っていない

ので具体はわかりませんが、月額１８万円の

方と月額１６万円の会派事務職員がいます。
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つまり、この方たちの中でも月収に差が出て

いるということですよね。  

したがって、時給１，０００円が妥当なのか

どうなのかということも含めて、自民党会派

の中ですら差が出ているということですので、

妥当性などということになると、そこも含め

て話し合うべきなのではないかと思います。  

座長も会派事務職員の皆さんは能力が高いと

おっしゃいましたから、時給１，０００円が

妥当なのかどうか。その根拠がどこから来て

いるのか……  

座長     当時の自民党会派に議員が何人いたのかはわ

かりませんが、二十数人いて、会派事務職員

１人当たりでは十何人分の補助業務を行って

います。それから逆算すれば、業務量は全然

違うのだなと普通に考えると思います。  

      ただ、普通の考えが違うということが、社会

通念が違うことに結びつくのだろうなと思い

ます。  

久保委員   毎回この話はいつも収束しないのです。なぜ

かというと、例えば私たちの会派のことであ

れば使ったものに対する説明責任はその当時

を振り返って話せばいいのですが、会派光に

関して言うと、あなたたちはどういう理由で
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時給２，０００円を妥当だと思っているので

すかという話を聞いても、毎回あなたたちは

違うじゃないかとか、ほかはどうだという話

に発展して、何ら正当な理由を説明していた

だけません。  

自分たちが使ったものは自分たちできちんと

説明責任を果たして、その上で他会派に対し

て疑義があるのであればそれを聞けばいいわ

けなのですが、それを毎回ごっちゃにされる

のです。ここに関しては座長がしっかりとか

じ取りをしていただきたいと思います。  

お互いにどうだという指差しあいをするだけ

でしたら、私たちは今の時点で２万円の差の

理由については持ち合わせていませんので、

これを幾らやっても意味がないのかなと思い

ます。ただ、私は自分が使ったものについて

はしっかりと説明していただかないとだめだ

と思います。  

上野委員   久保委員が質問状のやり取りについておっし

ゃいましたが、私どもの会派は説明責任を果

たさないとは言っていません。ただ、疑義を

かけられた本件の内容についても明確に話さ

れない中で、私どももどこに疑義があるのか

ということについて回答しかねることから質

問を重ねさせていただいただけで、説明責任



55

は果たしていると思っています。  

また、説明責任を果たせというのであれば、

そちらからも資料を提出していただければ、

こちらとしても持ち合わせる範囲内で説明さ

せていただきます。  

押田委員   根拠と言われますが、今この場で議題になっ

ているのは、概ね他会派が時給１，０００円

で会派光が時給２，０００円ということです。

その方に何か特別なスキルであったり、特別

な任務があったり、その方だけが持ちうる何

かがあるのかという話をしております。とこ

ろが根拠がないというふうになってくると、

同一業種であれば時給はほぼ大きくかわらな

いというのは、この会派事務職員の間でも出

ていると思います。それが大きく違うという

ことに対する答えは、それに見合った手当で

はないという答えが導き出されるのではない

かなというふうに考えております。  

もう１つは細かくなるのですが、私ども自民

党ですと会派事務職員を２人雇っておりまし

て、議員は２０人前後おります。会派光の場

合は、議員２人で１か月間の政務活動費は恐

らく３０万円請求されているのではないかな

と思いますが、会派事務職員の時給をそれに

きちんと見合うような適切なものにしないと、
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政務活動費は税金ですから、私たちが調査・

研究のために頂戴しているお金になりますの

で、それにきちんと見合う金額になっている

のかどうかということも見直すべきではない

かと思います。他会派の財布の話なので、あ

まり言い過ぎることなくとどめます。  

座長     会派業務について、議員が主体となって行う

ものの費用として政務活動費をもらっている

と。その中で、会派事務の補助業務として使

うべきお金であるにもかかわらず、主体がど

こになっているのかわからないという御意見

です。  

この件について、社会通念がわからないと大

幅なずれがあるということがよくわかりまし

た。大島委員はどうですか。  

大島委員   私は１人会派ですので、仮に時給１，０００

円で会派事務職員を雇ったとすると、月額１

５万円の政務活動費を全額を使うことになる

可能性があります。したがって当然使わない

のですが、時給１，０００円、時給２，００

０円という今の論点については、その方の性

別や年金受給者なのかパートなのかなどいろ

いろなケースがあります。  

例えば会派光の会派事務職員の方は、これだ



57

けトラブルがありながらまだおられるわけで

すから、余人をもって代えがたしということ

で代えないという意思が強いわけなので、ど

れだけ高い時給を支払ってでもいていただき

たいというふうな思いがあってのことです。

これについては時給１，０００円以上払った

らだめだとか、１，５００円にするなどのル

ールを決めない限りは高い安いというのはな

かなか難しい問題なのではないかなと思いま

す。  

それと別の論点で、自民党の会派の方が会派

光のほうに何回か質問状を出されたことを聞

いていました。その中身までは知りませんけ

れども、それは既に解決済みだと思っていた

ので、なぜ今それをここで蒸し返されるのか

がわからなかったのです。今回、座長の発言

を受けて反論されるということでありました

けれども、反論らしい反論でもありませんで

した。  

ある政党の政治家のためにやっていたという

ことでそれはだめだよということであれば、

それには証拠があるのか、反論できるのか、

法的に問題があるのか、そういうものと別に

考えて話をされないと、いつまでたっても時

給１，０００円、２，０００円の話だけでは

ないのではないかというふうに感じています。  
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座長     その話題をここで急にやったわけでも何でも

ないのです。議員政治倫理条例の請願の審査

をした議会運営委員会の中で出ている話で、

今自民党会派がやり取りしている話とは全然

別です。全然別なので、それを一緒に考えて

いただく必要はないのです。  

大島委員   わかりません。どうしてこの場でまたその話

を持ち出されるのかがわかりません。もう解

決済みだと思っていました。  

座長     どういうふうに解決済みだと思っていたので

すか。  

大島委員   自民党会派から会派光に、会派事務職員が選

挙運動や街宣車に乗っていたのではないかと。  

座長     今はそのような話をしていません。政務活動

費の中では政党活動、私人活動、後援会活動

には使ってはならないと決められていますが、

同じ政党を組む別の議員の事務所で働く方―

会派事務職員と同一人物に、ほかの会派事務

職員の倍の時給２，０００円で勤務時間が概

ね１日３時間ほどということについて、時給

が倍であることからより深刻な問題ではない

かというようなことを議会運営委員会で話し
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た上で、倫理認識について全員に御意見を一

度問うていたのです。  

大島委員   時給の問題になると、今度はボーナス、手当

の問題も出てきますよね。時給にプラスされ

ますから。その辺もどこまで大丈夫にするの

かということまで考えないと、時給だけとい

うのはなかなか難しいのではないかと思いま

す。  

座長     会派事務職員は、スカウトして雇用するとい

うような、逆にそのレベルの業務だと、そこ

までの問題だということです。  

大島委員   ですから、もし時給ということになると、手

当を出してはいけないということになると思

います。時給１，０００円なのに手当を出し

たら時給が千何十円とか、千何百円になりま

す。素朴な疑問ですが、そういうことを考え

て、全て幾らというふうにしないとおかしい

のではないかなと思います。  

久保委員   私も皆さんをちょっと混乱させるような情報

を出し過ぎたのはよくなかったと思いますの

で、その点については反省しています。  

ただ、今回の件に関しては、議員政治倫理条
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例をつくるかどうかという話が最終的に帰結

する部分だと思いますが、例えば条例に文言

が書いてあったからといって世の中や議会が

あっという間にかわるのかというと、決して

そうではありません。  

例えば、今の場合は政務活動費の運用指針に

は書いてあるけれども、例えばそこに書いて

ある説明責任というものを行使しないでもい

られる、さらにそこに書いてなかったら、書

いてないからいいではないかという言葉で済

んでしまう。これでは条例に品位について書

いたところで本当に実のある条例になるのか

どうか。  

議員政治倫理条例をつくるのであれば、まず

私たちが今与えられている責任をしっかりと

果たして、さらに個々の議員が倫理をしっか

りと持って、今ある課題についてそれぞれが

しっかりと解決するという姿勢のもとでやっ

ていただかなければなりません。  

ただ、請願の紹介議員になっている方が実は

夜中の議会事務局に忍び込んでいたり、いろ

いろな疑義に対して説明を求めたら、こちら

の証拠が出てこないと調査もしなければ回答

もできませんと言われるとか。例えばそうい

うようなところをまずは個々の会派、議員が、

きちんと直していく必要があるのではないか
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と思います。そういった意味で、座長は今の

議論をしていく上での、まずはその土台をど

こに置くべきかということをきょう見定めた

かったのではないかなと思っています。  

ただ、きょうの議論の中では残念ながら現状

の倫理観においても、個々の議員においても、

まだまだで、まずみずからやらなければなら

ないことは私も含めて残っているのだろうな

と強く思っていますので、そこについて今後

どうしていくのかということをまた皆さんと

議論したいと思います。  

座長     私は議会運営委員会でこれは倫理上の問題だ

というふうに感じたことと、会派光からも反

論の場がほしいという話もありましたので、

議会改革検討調査会の題材として今回取り上

げさせていただきました。  

その中で、この件については村石委員、赤星

委員、大島委員は概ね社会通念の範囲である

というふうな認識を示されたのだと思います。

それ以外の方もどのレべルの問題かというこ

とについては確認しませんが、これは会派に

よっては大変な問題だと思っているところと、

そうではないと思っているところがあるとい

うことが本日わかったのではないかと思いま

す。  
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いずれにしてもこういう状態であれば、なお

さら倫理についても今後検討していく必要が

あるかと思いますが、本日は取りとめのない

ような議題となりました。この倫理に関して

は本調査会のメンバーでは考え方が根本的に

大きくずれているということを議長に報告い

たします。  

赤星委員   すみません。そもそも今の議題は議題とする

上で明確な根拠もないですし、資料も何もな

いですし、そういう状況で議論しろと言われ

ても無理があったと思います。  

座長     根拠を出して改めてやりたいということです

か。  

赤星委員   違います。自民党会派や質問状を受けた会派

光だけが情報を持っておられる状態で、私た

ちはこうなんだよと聞かされて、どう思うか

と。仮定の話みたいなことを言われて、それ

について議題にして、その上で倫理的にどう

だと言われても答えられないわけです。  

座長     赤星委員には事前に電話でこのお話をして、

内容についてはわかったという話でしたよね。  
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赤星委員   座長に、事前にどういうふうに進められるの

かお聞きしたかったので、内容を聞いてふー

んと思いました。だから、きょうは何か資料

を配られるのかなと思っていました。  

議会運営委員会のときに聞いていても非常に

違和感を感じたのは、これだけ会派光という

会派名を公の会議で出されて、まるで政務活

動費の不正をしていたように名指しされるこ

とは、会派光の名誉を著しく傷つけることに

なると問題ですので、議論する資料も何もな

いような状況でそういうことは慎重になさっ

たほうがいいと思います。  

座長     御意見としてお聞きします。  

村石委員   座長に答えてほしいのですが、最初に公明党

と日本共産党から議員政治倫理条例を策定し

てはどうかという提案がなされているとおっ

しゃられました。したがって、木下委員のこ

とや政務活動費の使い方についての疑惑など

がいろいろ出てきた場合には、議員政治倫理

条例に基づいて審査会の中で審査して、議長

がその結果を受けてしかるべき措置をする。

加賀市議会では議長の権限で悪いことを改め

ない場合は議会の役職に就けないというふう

にしています。  
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何を言いたいのかというと、座長のほうで今

後議員政治倫理条例について策定する方向で

議論をして、久保委員はこういう問題という

ことを認識しながら―違っていたらごめんな

さい―議員政治倫理条例をつくるということ

もあっていいのではないかという趣旨の話も

されましたので、私はそれに共感しています。  

座長     倫理を語る上で、私は避けて通れない議論、

倫理の共通的な議論をしなければならないと

いうふうに考えて本日はテーマを出させてい

ただいたわけです。  

誰かをまな板の上に上げて懲罰したいわけで

はなくて、この件については会派光からの要

望もありましたし、今起きている内容をこの

まま放置して前へ進む、放置というかはっき

りと白黒もつけないで大きな２つの問題だと

思っているところと思っていないところがあ

るということがこれでよくわかりましたが、

問題だと思っていることを棚上げして、前へ

進むのではなくて、議論しながら前へ進めた

いという思いで本日この議題を選ばせてもら

った次第です。  

村石委員   座長、一言だけ。座長は棚上げという言葉を

使われましたけれども、この問題を議員政治
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倫理条例をつくって審査会に提案して、審査

会で審査して議長に答申すれば、ある程度の

方向性が出るということであって……  

座長     それは村石委員の考える方法であって、私の

考える方法は１日も早くこの点について議論

して前へ進めていくべきだというふうに認識

している次第です。  

この議題については次回議題に上げるという

ことはいたしませんが、きょうの皆さんの御

意見の内容はある程度理解しましたので、こ

れで本日の協議事項は終了させていただきま

す。  

本日の協議結果につきましては、今お話しし

ましたとおり私から議長に報告することとい

たしますので、御承知おきを願います。  

次回の開催日程については、正・副座長で協

議の上、改めて御案内したいと思います。  

これをもって、本日の議会改革検討調査会を

閉会いたします。  
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